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特措法に基づくまん延防止等重点措置に

係る神奈川県実施方針

令和3年4月16日制定

令和3年4月24日改定

令和3年5月8日改定

令和3年5月28日改定

令和3年6月18日改定

新型コロナウイ）レス感染症神奈川県対策本部

令和3年4月16日、特措法（以下、「法」という。）第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等

まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置

等を行う。

1措置を実施する期間

令和3年4月20日～7月11日

2　措置区域

横浜市、川崎市、相模原市（4月20日から）

厚木市、座間市（4月28日）

小田原市（6月1日から）

3　措置区域、その他区域で実施する措置の内容

（1）県民の外出自粛等

県民に対し、人の移動と、人と人との接触機会の抑制を図るため、法第24条築9項に基づき、生

活に必要な場合（※）を除く、日中を含めた外出の自粛、生活に必要な場合を除く都道府県を

またぐ移動の自粛、混雑している場所や時間を避けて行動すること、感染対策が徹底されてい

ない飲食店等の利用自粛について、協力を要請する。

※生活に必要な場合の例
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